
清流の国ぎふ森林・環境基金事業 「河川魚道の機能回復事業」

令和８年５月８日（金）から
令和８年６月５日（金）まで

募集期間 応募要件等

点検予定箇所

活動内容

県職員と共に魚道の点検を行い、その結果の報告を

行っていただきます。

※ライフジャケット等、活動に必要な物品は、その

都度貸し出します。

応募手続

所定の申込書に必要事項を記載していただき、以下の
宛先まで郵送、FAX、Eメールにてお申し込みください。

【郵送】 〒500-8570（住所不要）
岐阜県庁 河川課 維持係あて

【ＦＡＸ】 058-278-3568

【Eメール】 c11652@pref.gifu.lg.jp

岐阜県では「自然共生川づくり」の一環として、

多様な生物が川を遡上・降下できる「魚のみち」

の保全に努めています。

平成２５年度からはフィッシュウェイ・サポー

ターの制度を創設し、県管理河川及び砂防施設に

設置されている魚道を対象に、県民のみなさまと

協働で魚道点検を行っています。

昨年度に引き続き、「魚のみち」を守るため、

フィッシュウェイ・サポーターを募集します。

フィッシュウェイ・サポーター
「魚のみちを、一緒にまもっていただける方」

募集しています。

以下の２点を満たす方

◎本制度の趣旨を理解し、責任を持って継続的に活動

していただける個人とし、県管理魚道での活動が１年

に１回以上できる方（活動日は平日で秋から冬を予定。

任期は３年とし、再任も可能）

◎活動前に県の各土木事務所で開催する講習会に

参加できる方

県管理河川及び砂防施設に設置されている魚道で

実施します。

詳細は下記ホームページをご確認ください。

〈https://www.pref.gifu.lg.jp/page/294452.html〉
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